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高知市総合教育会議運営要綱 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和3 1年法律第1 6 2号）第１条の４第９項の規定

により，高知市総合教育会議運営要綱を次のように定める。 

 

 （総則） 

第１条 高知市総合教育会議（以下「会議」という。）の運営は，地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（以下「法」という。）に規定するもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 （招集） 

第２条 市長は，法第１条の４第３項の規定により会議を招集しようとするときは，あらかじ

め会議の場所及び日時並びに会議において協議又は調整すべき事項を教育委員会へ通知す

るものとする。 

２ 市長は，前項の通知を行ったときは，遅滞なく，当該通知に係る事項を，高知市ホームペ

ージに掲載して公表するものとする。 

３ 前項の規定は，第１項の通知に係る事項を変更した場合（会議を中止した場合を含む。）に

ついて準用する。 

 （会議の非公開） 

第３条 市長は，法第１条の４第６項ただし書の規定により会議を公開しないこととした場合

は，あらかじめ，その旨を公表することとする。この場合においては，第２条第２項の規定

を準用する。 

２ 前項の規定は，会議の中途において生じた事態により，緊急に会議を公開しないこととす

る場合は，適用しない。 

 （議事録） 

第４条 市長は，法第１条の４第７項の議事録には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

⑴ 開会及び閉会に関する事項 

⑵ 出席者（傍聴人除く。）の氏名 

⑶ 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言 

⑷ その他市長が必要と認めた事項 

２ 市長は，議事録を作成したときは，遅滞なくこれを公表するものとする。この場合におい

ては第２条第２項の規定を準用する。ただし，前条の規定の場合にあっては，公表しないこ

とができる。  

 （議事進行及び庶務） 

第５条 会議の議事進行及び庶務は，総務部が行う。 

 （補足） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，会議の運営に際し必要な事項は，市長が会議に諮って

定める。 

   附則 

 この要綱は，平成 27年４月 27日から施行する。 

   附則 

 この要綱は，平成 29 年 10 月 24 日から施行し，この要綱による改正後の高知市総合教育会

議運営要綱の規定は，平成 29年４月１日から適用する。 



高知市教育研究所

令和5年7月2８日（金）

特別支援教育の推進
「更なる特別支援教育の充実を目指して」

第18回高知市総合教育会議 資料

１ 国の特別支援教育に関する動向について
２ 本市における特別支援教育の方向性について
３ 本市における特別支援教育の現状について
４ 本市における特別支援教育推進の取組について
５ 就学先の学校や学びの場の決定について
６ 関係機関との連携



１ 国の動向について

１※参考【高知県の特別支援教育に関する施策の一覧（令和5年度版）高知県教育委員会特別支援教育課】

インクルーシブ教育システムの構築にむけて

インクルーシブ教育システムとは

◆障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同じ

場で共に学ぶことを指向する。

◆個別の教育的ニーズに的確に応える指導を提供できる

多様な学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援

学級、特別支援学校）の実現を図る。
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小・中・義務教育・高等学校

特別支援学校

特別支援学級

通級による指導

通常の学級

【合理的配慮】
◆障害のある子どもが、他の子ど
もと平等に「教育を受ける権利」
を享有・行使することを確保する
ために、学校の設置者及び学校
が、必要かつ適当な変更・調整
を行うこと。
◆障害のある子どもに対し、その
状況に応じて、学校教育を受け
る場合に個別に必要とされるも
の。
◆学校の設置者及び学校に対し
て、体制面、財政面において、均
衡を失した又は過度の負担を課
さないもの。
◆合意形成が重要。

【国の動き】
・平成18年12月 「障害者の権利に関する条約」国連総会で採択署名（H19．９）、

発効（H20．５）
・平成26年1月 同条約を批准
・平成25年6月 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

（障碍者差別解消法）の制定
・平成28年4月 同法の施行
【教育の動き】
・平成24年7月 中央教育審議会初等中等教育分科会報告
・平成25年9月 就学先決定の仕組みに関する学校教育法施行令の改正
・平成25年10月 早期から一貫した支援に係る文科省初等中等教育局長通知
・平成28年11月 学校教育法施行規則・告示改正（高等学校における通級による指導の制

度化）
・平成29年3月～ 新学習指導要領告示（すべての校種において特別支援教育に関する

記述を充実）

【特別支援学校】
◆居住地にある学校等において、障害のない子どもと同じ場で学習する機会
の保障
◆特別支援学校のセンター的機能により、保幼・小・中・高等学校の障害の
ある幼児児童生徒の指導及び支援について支援

【特別支援学級・通級による指導】（小・中・義務教育・高等学校※）
◆担任及び担当教員の専門性の向上 ※高等学校は通級による指導のみ

◆障害に応じた特別の指導（自立活動）の充実
◆引き継ぎシート等を活用し、保幼・小・中・高へ切れ目のない支援
◆通常の学級において学習する機会をできる限り保障

【通常の学級】（小・中・義務教育・高等学校）
◆すべての子どもが「分かる」「できる」ユニバーサルデザインによる授業実践
の推進
◆引き継ぎシート等を活用し、保幼・小・中・高へ切れ目のない支援
◆特別支援教育支援員の配置
◆エレベーター、障害者用トイレの設置など、基礎的環境整備



２

１ 国の動向について

※通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について（令和5年３月１３日文部科学省通知）別添資料



共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システムの構築に向けて

高知市においては,教育研究所特別支援教育班が特別支援教育の推進に係る業務を主担当として行っている。近年
の特別支援教育へのニーズの高まりに対応できるよう，令和５年度から担当副参事を新配置することにより,組織体制
を拡充し更なる特別支援教育の充実を目指している。

特別支援教育の充実

特別支援学級・特別支援学校への支援

教育相談・就学相談の充実

障害に関する知識や支援方法について
の理解を深め,校内支援体制の充実を図る
とともに,学校間や関係機関との連携を深
め,切れ目ない支援の充実に取り組む。また,
インクルーシブ教育システムの構築に向け
て,個別の教育支援計画等の充実を図ると
ともに,適切な合理的配慮の提供の実施や
訪問看護ステーションへの委託による医療
的ケアに取り組む。

特別支援学校の教員や特別支援学級担
任の専門性と資質・指導力の向上を図り,
特別支援教育の充実に取り組むとともに,
高知特別支援学校が特別支援教育におけ
るセンター的役割をさらに発揮することがで
きるよう努める。

教育相談・就学相談を通して，幼児・児童・生徒の様子や発達の状況等に
応じた,適切な学びの場（特別支援学校，特別支援学級，通級による指導，
通常の学級）を検討するとともに，それぞれの学びの場における合理的配慮
の検討を行うなど，丁寧な教育相談・就学相談に努める。

更なる特別支援教育の充実を目指して２ 本市における特別支援教育の方向性

教育研究所 特別支援教育班

特別支援教育の充実

特別支援学級・特別支援学校への支援

教育相談・就学相談の充実

３

基本方針３ 特別なニーズに対応した教育の推進

障害のある子供や帰国・外国人である子供など,教育上特別なニーズのある子供に対する支援の充実を図ります。

第２期高知市教育振興計画



特別支援教育を受ける児童生徒の概況 （Ｒ５．５．１現在）３ 本市における特別支援教育の現状

特別支援学校
小・中学校等

特別支援学級 通級による指導

対象障害種と
人数

高知特別支援学校

１３３人
知的障害者 （57学級２２６人）
肢体不自由者 （15学級１８人）
病弱者及び身体虚弱者（２６学級２９人）
弱視者 （5学級５人）
難聴者 （8学級９人）
言語障害者

自閉症・情緒障害者（135学級７６0人）

合計：1,04７人（246学級）

(令和4年度比： ＋８３名，＋10学級）

言語障害者（７２人）
自閉症者

情緒障害者

弱視者

難聴者

学習障害者・注意欠陥多動性障害者

（１８人）
肢体不自由者病弱者及び身体虚弱者

合計：９０人

児童生徒数

小学部： ５２人
中学部： ２５人
高等部： ５６人

１３３人

小学校： ７４7人
中学校： ３０0人

小・中学校等在籍全児童生徒の

５．２６％（1,04７人）

小学校： ８４人
中学校： ６人
小・中学校等在籍全児童生徒の

０．４５％（９０人）

学級編成
定数措置
（公立）

【小・中】１学級６人
【高】 １学級８人
※重複学級の場合，
１学級３人

１学級８人 【小・中】１３人に1人の教員を措置

４



特別支援学級の状況 ①
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３ 本市における特別支援教育の現状



特別支援学級の状況 ②

自閉症・情緒障害特別支援学級数の推移

自閉症・情緒障害特別支援学級児童生徒数の推移

中学校・義務教育学校後期

６

３ 本市における特別支援教育の現状



通級による指導の状況

【ＬＤ・ＡＤＨＤ】通級による指導対象児童生徒数の推移

７

学 校 名
設置
教室数

児童生徒数等

令和３年度 令和４年度 令和５年度

第六小学校
（言語障害通級指導教室）

３
３９名
１７校

３５名
１７校

３０名
１８校

はりまや橋小学校
（言語障害通級指導教室）

３
４４名
１３校

４４名
１５校

４２名
１２校

潮江小学校
（LD・ADHＤ通級指導教室）

２
１７名
１６校

１９名
１３校

１２名
９校

潮江中学校
（LD・ADHＤ通級指導教室）

１
４名
４校

８名
６校

６名
４校

高知市の設置状況等
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1212
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Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ 2 Ｒ 3 Ｒ４ R５
小学校・義務教育学校前期 中学校・義務教育学校後期

３ 本市における特別支援教育の現状



【目的】 知的障害及び自閉症・情緒障害特別支援学級並びに高知特別支援学校に出向き，学級経営
や合理的配慮の提供等について，指導及び助言を行うことで，教員の専門性の向上を図る。

特別支援学級サポート事業

８

４ 本市における特別支援教育推進の取組

令和５年度の取組

特別支援教育の充実
特別支援学級・特別支
援学校への支援



【学校】

教育相談依頼
書の作成・提出

【教育研究所】

教育相談依頼書の受理・
連絡

【相談員】
【指導主事】

保護者面談や支援会
等への参加

【相談員】

検査等の集計・
文書作成等

【学校】

校内委員会等
で検討

行動観察

知能検査等

【教育研究所】
あるいは
【学校】

必要に応じて

【期待される効果】

〇 保護者の協力のもと，教育研究所で特別支援教育相談員が検査を行うことに
より，適切な環境において，迅速に検査を実施することができる。
〇 経験豊富な相談員が検査実施及び分析を行うことで，より専門的な立場から
教育相談を行うことができる。
〇 必要に応じて，指導主事が行動観察を実施するとともに，特別支援教育相談員
と指導主事が一緒に保護者や教員への教育相談対応を行うことで特別支援学級
への入級も含めた具体的な支援方法を提案することができる。

〇 活動時間 １日６時間，週４日（年間 １８４日）

特別支援教育相談充実事業

目的

◯「特別支援教育相談員」を配置し，通常の学級に在籍する児童生徒に対して，知能検査等の実施や行動観
察による実態把握を行う。また，保護者面談や支援会を通して，特別な支援の必要な児童生徒に対して，適切
な合理的配慮の提供ができるよう助言や支援を行い，児童生徒にとって過ごしやすい教育環境を整備する。

取組

〇 令和２年度 就学前 32件，小学校等 89件，中学校等 10件 合計 131件
〇 令和３年度 就学前 40件，小学校等 94件，中学校等 14件 合計 148件
〇 令和４年度 就学前 32件，小学校等107件，中学校等 17件 合計 156件

（令和4年度 教育研究所実施知能検査 342件）

特別支援教育相談員の知能検査実施数

９

４ 本市における特別支援教育推進の取組
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特別支援教育の充実
教育相談・就学相談の充実



通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援

◆ 特別な教育的支援を必要としている児童生徒への対応
〇 児童生徒の特性に応じた適切な指導及び必要な支援の実施

〇 児童生徒の特性に応じたＩＣＴの活用

〇 通常の学級におけるユニバーサルデザインでの授業づくり
〇 校内委員会での共有

◆ 個別の教育支援計画，個別の指導計画に基づいた個々のニーズに応じた支援の実施
【Ｒ4年度】 〇 個別の教育支援計画作成率（小学校等：96.0％，中学校等：91.8％）

〇 個別の指導計画作成率 （小学校等：93.1％，中学校等：78.3％）

◆ 学校の組織力・対応力等を高めるための研修会等の実施
〇 特別支援教育学校コーディネーター担当者会・研修会 （担当者会２回，研修会１回）
〇 新任特別支援学級担任研修会及び新任通級による指導担当教員研修会 （年３回）

〇 特別支援教育講座（参加希望者）

〇 知能検査講習会（参加希望者）
〇 若年教員研修（初任者，２年経験者）

〇 管理職等研修（新任用・任用2年次主幹・指導教諭，新任用教頭・校長）

〇 臨時的任用教員研修
〇 出前研修 （校内研修）

◇ あったか学級づくりアドバイザー派遣事業

10

４ 本市における特別支援教育推進の取組

特別支援教育の充実



多様な学びの場の連続性

11

５ 就学先の学校や学びの場の決定について

※「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進（報告）」（文部科学省）より



特別支援学校
（学校教育法施行令第22条の3）

特別支援学級
（25文科初第756号通知）

通級による指導
（17文科初第1178号通知）
（25文科初第756号通知）

視覚
障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高
度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚に
よる認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

【弱視者】
拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認
識が困難な程度のもの

拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚に
よる認識が困難な程度の者で，通常の学級での学習に
おおむね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの

聴覚
障害者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の
使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度の
もの

【難聴者】
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程
度のもの

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困
難な程度の者で，通常の学級での学習におおむね参加
でき，一部特別な指導を必要とするもの

知的
障害者

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営む
のに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅延の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社
会生活への適応が著しく困難なもの

知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通に軽度の困難があ
り日常生活を営むのに一部援助が必要で，社会生活への適応
が困難である程度のもの

肢体
不自由者

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活
における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の
医学的観察指導を必要とする程度のもの

補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動
作に軽度の困難がある程度のもの

【肢体不自由者，病弱者及び身体虚弱者】
肢体不自由，病弱又は身体虚弱の程度が，通常の学級
での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要と
する程度のもの

病弱者
一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾
患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

【病弱者及び身体虚弱者】
一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的
に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度
のもの

言語
障害者 口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のあ

る者，吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者，話す，聞
く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者，その他こ
れに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するも
のではない者に限る。）で，その程度が著しいもの

口唇裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障
害のある者，吃音等話し言葉におけるリズムの障害のあ
る者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れ
がある者，その他これに準じる者（これらの障害が主とし
て他の障害に起因するものではない者に限る。）で，通常
の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導
を必要とする程度のもの

自閉症者
一 自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び対
人関係の形成が困難である程度のもの
二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもの
で，社会生活への適応が困難である程度のもの

自閉症又はそれに類するもので，通常の学級での学習に
おおむね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度の
もの

情緒
障害者

主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもの
で，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別
な指導を必要とする程度のもの

学習
障害者

全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書
く，計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と
使用に著しい困難を示すもので，一部特別な指導を必要
とする程度のもの注意欠陥

多動性
障害者

特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の対象となる障害種と程度
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５ 就学先の学校や学びの場の決定について



就学先決定の考え方について
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５ 就学先の学校や学びの場の決定について



就学先決定についての手続の流れ

14

５ 就学先の学校や学びの場の決定について

※障害のある子供の教育支援の手引（令和３年６月文部科学省）より



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

令和５年度　就学相談 年間の流れ

　○　就学相談に関わる学校見学について
　　・　①６月末～７月初旬，②９月～10月初旬の間で各１日（２日間），学校見学の日時を設定しています。見学希望がある場合は教育研究所から各小
　　　　学校へ参加者を連絡しておきますので，参加できなくなった場合は教育研究所（832－4492）にご連絡ください。
　　・　学校見学は基本的に保護者のみの参加になります。駐車場が限られますので徒歩又は自転車（バイク）等で参加をお願いします。
　　・　学校見学の対応は各校の管理職等が行います。必要に応じて教育研究所の担当も参加させていただきます。
  ○　就学先の決定について
　　・　就学先（特別支援学校・特別支援学級・通常の学級）については，保護者の了承のもと，８月・10月・１月に開催される高知市教育支援委員会に
　　　　おいて，子どもさんの様子や診断，知能検査結果，保護者の希望などをもとに審議を行います。そこで出された意見をもとに担当が相談をさせて
　　　　いただきます。
　〇　引き継ぎについて
　　・　保護者の了承をもとに，在園する幼稚園・保育園等で引き継ぎ文書（個別移行支援計画）を作成し，入学先へ提出します。小学校へ入学される
　　　　場合は，保護者・幼稚園保育園等・小学校の３者で引き継ぎ会を行います。
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高知市教育研究所
作成保護者

配布資料

５ 就学先の学校や学びの場の決定について

教育相談・就学相談の充実



就学相談の流れ （小６）
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配布資料

５ 就学先の学校や学びの場の決定について

教育相談・就学相談の充実



切れ目のない支援～関係機関等の連携の在り方～
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６ 関係機関との連携

※障害のある子どもの就学支援の手引き（令和3年4月沖縄県教育委員会）より



○訓練等給付 就労移行支援 就労定着支援 就労継続支援A型・Ｂ型

機能訓練 生活訓練 グループホーム 自立生活援助

切れ目のない支援～関 本市における関係機関との連携

母子保健課 ○１歳６か月児健診 ○３歳児健診

○育児相談（妊産婦・子育て相談，心理士相談等） 〇新生児訪問

保育幼稚園課
○特別支援事業 ○医療的ケア児通園支援事業

保育所・幼稚園・認定こども園

幼
稚
部

小
・中
・高
等
学
部

特
別
支
援
学
校

特別支援学級
通級による指導
通常の学級
○高知市立学校における医療的ケア実施要綱

小・中・義務教育学校

高等学校
通級による指導（県内４校）

教 育

〇
親
子
通
園
施
設

「
ひ
ま
わ
り
園
」
等

〇
発
達
相
談

〇
早
期
療
育
教
室

障がい福祉課

○児童発達支援

○居宅訪問型児童
発達支援

○医療型児童発達
支援

○保育所等訪問支援

○放課後等
デイサービス

障害児
通所支援

就
学
相
談
・教
育
相
談

○手帳交付
○手当
○地域生活支援事業
○重症心身障害児（者)
等在宅レスパイト事業

子
育
て
給
付
課

○
医
療
費
公
費
負
担
制
度

○
福
祉
医
療
費
助
成
制
度

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

○
養
育
の
支
援
が
必
要
な
家
庭
の
相
談

６ 関係機関との連携
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